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定例記者会見 市長あいさつ・説明 

               令和５年５月２９日 午後３時００分～ 

佐久市役所 ８階大会議室 

 

報道関係の皆様には、大変お忙しい中、定例記者会見に

お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日の記者会見は、 

「令和５年佐久市議会第２回定例会」に提出する議案の

概要を中心に、ご説明を申し上げます。 

 はじめに、今回提出する議案でございますが、 

資料１のとおり、条例案５件、事件案 ５件、 

予算案 ２件、合計 １２件でございます。 

 時間の制約もございますので、主なものをご説明申し 

あげます。 

最初に、条例案について申し上げます。 

資料１の１ページをご覧ください。 

議案第５６号、「佐久市公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例の制定」につきましては、  

佐久市土地開発公社が令和４年１２月１４日付けで解散し、

清算事務が完了することに関し、同公社へ職員を派遣するこ
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とができる規定を削るものです。 

次に２ページをご覧ください。 

議案第５７号、「佐久市税条例の一部を改正する条例の制

定」につきましては、令和５年度税制改正による「地方税法

等」の一部改正に伴い、軽自動車税及び個人の市民税につい

て、所要の改正を行おうとするものです。  

 なお、本案につきましては、軽自動車税に関して、令和５

年７月１日の道路交通法の改正に合わせて施行する必要が 

ありますことから、議案提出日であります議会初日（６月５

日）に議決をお願いするものであります。 

次に３ページをご覧ください。 

議案第５８号、「佐久市印鑑条例の一部を改正する条例の制

定」につきましては、国のデジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行により、スマートフォン

にマイナンバーカードの利用者証明書が搭載可能となったこ

とに伴い、コンビニエンスストアのマルチコピー機による 

印鑑登録証明の申請に関する規定の整備を行おうとするもの

であります。 

次に４ページをご覧ください。        
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議案第５９号、「佐久市家庭的保育事業等の設備及び運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定」につき

ましては、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整備等に関する省令の施行に伴い、所要の改正を行おう

とするものです。 

次に５ページをご覧ください。 

議案第６０号、「佐久市放課後児童健全育成事業の設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定」

につきましては、国の放課後児童健全育成事業実施要綱の改正

により、放課後児童支援員の要件に、業務に従事してから２年

以内の研修修了予定者を含める、いわゆる、みなしの規定を加

える改正を行うものです。 

条例案につきましては以上です。 

 次に事件案 の主な３件について申し上げます。 

 １４ページをご覧ください。 

議案第６３号「令和５年度河川等土砂搬出場整備事業瀬戸土

砂搬出場場内整備工事請負契約」につきましては、瀬戸土砂搬

出場整備にあたり、場内整備工事の請負契約を締結することに
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ついて、議会の議決をお願いするものです。 

本工事は、災害防止のため、河川の浚渫により搬出される土

砂を搬出場内に盛土するとともに、下流域の安全を図るため、

雨水処理の調整池等を整備しようとするものであります。 

 次に１８ページをご覧ください。 

議案第６４号、「訴訟上の和解」につきましては、令和４年

佐久市議会第４回定例会において、訴えの提起について議決を

いただきましたことから、令和５年３月８日に、佐久地方裁判

所へ訴状を提出したところ、被告２名のうち１名が、滞納して

いる市営住宅家賃等の支払義務を承認し、分割して前向きに支

払う意思を示したことから、相手方と和解するため、地方自治

法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決をお願い

するものであります。 

なお、本件につきましては、相手方のプライバシーの保護に

配慮する必要がありますことから、氏名、住所を非公表とさせ

ていただきますので、この点につきましても、ご了承ください

ますようお願いいたします。 

 次に１９ページをご覧ください。 

議案第６５号、「旧佐久市立青沼小学校跡地の処分」につき
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ましては、旧佐久市立青沼小学校跡地を、学校法人西軽井沢学

園（理事長 奥田健次 氏）に売却することについて、佐久市  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成１７年佐久市条例第５２号）第３条の規定により、

議会の議決をお願いするものです。  

本件に係る土地は  

∇佐久市入沢字下塚田１５２番１ほか３０筆で、  

∇地積は１６，０５３．６３平方メートル、  

∇売却価格は２，０７５万円であります。  

また、売却の主な条件としまして、土地に残存する建物を含

め、現状有姿のまま売り渡すものとしているほか、用途を  

「学校」に指定した上で、契約後１０年間は指定用途に供する

こと等を定めた特約を盛り込んでおります。  

なお、本案につきましては、学校法人が行う県知事への  

私立小学校の設置許可申請の申請期限が６月末までと迫って

おり、申請に当たっては、校地及び校舎等があらかじめ決定し

ている必要がありますことから、議案提出日であります議会初

日（６月５日）に議決をお願いするものであります。 

事件案につきましては以上です。 
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続きまして予算（案）について申し上げます。 

２７ページをご覧ください。 

議案第６６号、令和５年度一般会計補正予算（第３号）は、 

歳入歳出予算の総額に９億８９３万２千円を追加し、  

総額を４９１億２，０３６万２千円にしようとするものです。 

２８ページをご覧ください。 

「歳入」の主なものを申し上げます。 

１５款 国庫支出金は、物価高騰等対策に係る「新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」及び補助内示に伴う

「デジタル田園都市国家構想交付金」などです。 

１６款の県支出金は、補助内示に伴う「農村地域防災減災事

業補助金」及び「地域発元気づくり支援金」等、並びに県の河

川堆積土砂浚渫計画変更に伴う「土砂搬出場負担金」の増額な

どです。 

２１款の諸収入は、「佐久市土地開発公社清算金」、「長野

県市町村振興協会基金交付金」、「スポーツ振興くじ助成金」

及び「自治総合センターコミュニティ助成事業助成金」などで

す。 

次に２９ページ「歳出」の事項別明細書の詳細は、 
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３０ページからの「主な補正内容」により、主な事業について

ご説明します。 

総務費の「企画調整費」は、「佐久市いじめから子どもを守

る条例」の規定によるいじめ問題再調査委員会の設置に係る 

経費です。 

「情報化推進事業費」は、マイナポイントの申込期限が

９月末に延長されたことに伴うポイント設定支援等に係る

経費の増額です。 

民生費の「障害者虐待防止対策支援事業費」は、障害者

支援施設臼田学園における不適切事案及び改善措置を検証

する第三者委員会の運営に係る経費です。 

「老人福祉施設事業費」は、シルバーランドみついの  

排水桝の老朽化に伴う漏水により地下ピット内に流入した

汚水等の処理に係る経費です。 

「児童保育事業費」は、私立の保育所及び認定こども園

が所有する通園バスへの置き去り防止安全装置設置に対す

る補助金です。 

衛生費の衛生費の「母子保健指導事業費」は、国のこど

も家庭庁関連事業の予算成立に伴い、低所得の妊婦に対す
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る初回産科受診料の助成及び産後ケアを利用した際の利用

者負担金の減免に係る経費、並びに県内で統一した収納支

払事務の体制が整ったことに伴う新生児の聴覚検査費用の

助成に係る経費です。 

３１ページをご覧ください。 

農林水産業費の「担い手支援事業費」は、交付対象者の

変更に伴う新規就農者育成総合対策資金の増額です。 

「農業生産振興事業費」は、物価高騰の影響が続く畜産

業者及び水産業者が購入する配合飼料の価格高騰分に対す

る補助金です。 

「農業環境整備事業費」は、県補助内示に伴う横根赤岩

地区に係る隧道改修計画策定経費及び農業用施設改修等に

係る土地改良区等への負担金です。 

商工費の「デジタルクーポン発行助成事業費」は、物価

高騰等の影響を受けた地域経済の活性化を図るためのデジ

タルクーポン発行事業に係る補助金です。 

「産業立地推進事業費」は、産業立地応援プランの補助

対象事業者の増加に伴う工場等用地取得・設置事業補助金

及び空き工場等活用事業補助金の増額です。 
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「観光宣伝事業費」は、寄附金採納に伴う佐久市×北斗

の拳４０周年特別企画負担金の増額です。 

土木費の「河川等土砂搬出場整備事業費」は、県の河川

堆積土砂浚渫計画変更に伴う土砂搬入量の増加に係る経費

及び場内補償物件の確定に伴う物件等補償料の増額です。 

「都市構造再編集中支援事業費」は、基本設計の確定に

伴う中込地区中央グリーンモール再整備実施設計に係る設

計等委託料です。 

３２ページをご覧ください。 

「公園管理事業費」は、市民交流ひろば複合遊具交換修

繕及びその財源確保のためのクラウドファンディングに係

る経費です。 

教育費の「小学校遠距離通学対策事業費」は、スクール

バスへの置き去り防止安全装置設置のための委託料の増額

です。 

「小学校及び中学校の「情報教育推進事業費」」は、国

補助内示に伴う市立小・中学校に大型提示装置を設置する

ための経費です。 
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「体育総務事務費」は、スポーツ振興くじ助成金内示に

伴う佐久平ハーフマラソンに係る負担金の増額です。 

３３ページをご覧ください。 

第２表の地方債補正は、限度額の変更３件です。 

次に３４ページをご覧ください。 

特別会計は、令和５年度障害者支援施設臼田学園特別会計の

補正です。  

補正内容は、昨年度の不適切事案に対する運用改善策といた

しまして、利用者等の安全を確保するとともに、家族の安心を

図るため、見守りカメラの設置案を４月２２日開催の家族会総

会で説明しましたところ、一定のご理解をいただけましたこと

から、速やかに設置するための経費を補正するものであります。 

予算（案）の説明につきましては、以上です。 

今議会に提出いたします主な議案について、ご説明申し

上げました。 

 

次に、資料２ をご覧ください。 

子ども SOSそうだんフォーム「タッチ（TOUCH）」の運用

開始につきましてご説明します。 
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 佐久市では、「いじめ」や「からかい」などで苦しんでい

たり、学校生活や家庭生活で困ってつらいと感じているなど、

悩みを抱えた児童生徒を早期に発見し、対面での支援や組織で

の対応につなげるため、ＧＩＧＡスクール構想により、市(い

ち)立小中学校の児童生徒に一人一台整備した、タブレット端

末を活用した相談フォームの運用を 6月から実施いたします。 

 これは、タブレット端末上のアイコンを押してもらい「ど

んなこと」を、「誰に」、相談したいか相談フォーム上で子ど

も自身が選択し、送信することで、それを受けた教育委員会事

務局が相談したい相手につなげ、思いを受け止めてもらうこと

で、子ども達が周りの人とつながる良さに気づき、自らＳＯＳ

を発信していこうとする力を育もうとするものであります。 

学校では、担任の先生を中心に、常日頃から子ども達の様子

を見る中で、様々な悩み事への相談や対応を行っているところ

でありますが、周りの目が気になってなかなか先生に相談でき

ない、あるいは、相談窓口にアクセスしたくても、そのほとん

どは電話による問い合わせになっているため、自分専用の携帯

電話を持っていなかったり、電話をかける勇気がでないといっ

たお子さんもいらっしゃることから、タブレット端末という、
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今や子ども達に身近となっているツールを使って、相談しやす

い窓口を提供するものであります。 

寄せられた悩みにつきましては、子ども達の秘密を守ること

を前提に、学校や関係機関とも連携を図りながら、解決に向け

て適切に対応してまいりたいと考えております。 

私からの説明は以上です。 


